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平成２９年度 税制改正解説
消費課税～仮想通貨の課税関係の見直し

〇平成２９年７月１日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れに適用される。

・（改正前）仮想通貨の譲渡は消費税法上の非課税取引として規定されていないため、課税資産の譲渡等に該当します。

・（改正案）実質的に支払・決済手段としての機能を有することを鑑み消費税が非課税になります。

・平成29年6月30日に100万円（税抜）以上の仮想通貨を保有する場合には、直前購入による不当な仕入税額控除を防止する為、
平成29年6月1日から平成29年6月30日の間に購入した仮想通貨について一部仕入税額控除の適用が制限されます。

１．改正の概要
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取引の区分 改正前 改正案

仮想通貨を購入した場合
課税仕入れ

（課税資産の譲渡等にのみ要する）
非課税仕入れ

仮想通貨を譲渡した場合 課税資産の譲渡等 非課税資産の譲渡等

２．実務上の留意点

・仮想通貨の取引をした場合、課税売上割合が下がり、消費税の納税額が増加することが懸念される。

（※）仮想通貨とは、不特定多数間での物品購入・サービス提供の決済・売買・交換に利用できる財産的価値で、情報処理システ

ムによって移転可能なものと定義されている。

【直前購入分についての仕入税額控除の制限】

仕入税額控除の適用ができない金額
＝ （ 平成29年6月30日の保有数量） － （ 平成29年6月1日から平成29年6月30日までの平均保有数量 ）

（※）平成29年6月30日に100万円（税抜）以上の仮想通貨を保有する場合に限る。


